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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

茨
城
県
猿
島
郡
境
町
開
発
公
社
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

福 
永 

健 

司 

殿 

 

提 

出 

者 
 

竹 

内 
 

猛 

 

一 

 



 

茨
城
県
猿
島
郡
境
町
で
は
昭
和
四
十
七
年
施
行
さ
れ
た
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
沿
い
、
昭
和

四
十
年
代
の
町
勢
の
落
込
み
を
救
う
た
め
総
合
開
発
計
画
を
作
り
、
税
収
、
開
発
事
業
収
益
金
と
併
せ
、
公
共
事

業
の
推
進
を
図
る
目
的
で
開
発
公
社
を
設
立
し
た
。
以
来
、
小
中
学
校
、
工
業
団
地
、
住
宅
団
地
、
下
水
事
業
等

の
事
業
を
賄
つ
て
き
た
。 

し
か
し
、
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
一
日
の
境
町
の
公
報
委
員
会
発
行
「
さ
か
い
報
」
Ｎ
Ｏ
．
五
〇
は
、
現
在
の
開
発

公
社
の
運
営
は
、
町
の
総
合
開
発
構
想
が
な
い
の
で
休
眠
す
べ
き
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
誤
り
が
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
、
公
社
の
定
款
を
一
部
改
正
し
、
公
社
事
務
局
長
は
五
十

万
円
ま
で
自
由
使
用
可
能
と
な
り
、
そ
れ
以
後
乱
脈
が
続
発
し
た
。
二
つ
は
、
公
社
が
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
公

共
用
地
を
取
得
し
て
い
る
。
公
共
用
地
を
公
社
で
取
得
す
る
と
不
動
産
取
得
税
は
減
免
措
置
さ
れ
地
権
者
の
町
民 

茨
城
県
猿
島
郡
境
町
開
発
公
社
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

に
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
三
つ
は
、
目
的
も
な
く
不
急
の
土
地
を
取
得
し
て
い
る
た
め
、
公
社
の
長
短
期

の
借
入
金
は
、
茨
城
県
の
借
入
許
可
限
度
額
、
境
町
の
債
務
保
障
限
度
額
で
あ
る
五
億
円
を
上
回
り
五
億
二
千
万

円
に
達
し
て
い
る
。 

ま
た
、
今
後
の
公
社
の
運
営
を
誤
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
質
問
に
対
し
て
公
社
の
理
事
長
は
現
在
、
公
社
運

営
も
曲
が
り
角
に
き
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
、
今
後
は
議
会
と
も
運
営
あ
る
い
は
内
容
に
つ
い
て
十
分
協
議
を

し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
つ
た
こ
と
も
報
告
し
て
い
る
。 

昭
和
五
十
八
年
九
月
二
十
七
日
境
町
定
例
議
会
に
お
い
て
三
名
の
町
議
会
議
員
か
ら
公
社
の
運
営
に
関
す
る
諸

案
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
答
弁
が
正
確
を
欠
き
疑
惑
は
深
ま
る
一
方
で
あ
つ
た
た
め
、
三
議
員
は
昭
和

五
十
八
年
十
月
十
八
日
境
警
察
署
に
告
発
し
た
。
境
警
察
は
水
戸
地
方
検
察
庁
下
妻
支
部
に
業
務
上
横
領
、
背

任
、
被
疑
事
件
と
し
て
昭
和
五
十
九
年
六
月
八
日
付
水
戸
検
察
庁
に
移
送
し
現
在
に
至
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は 

公
社
の
今
年
度
の
赤
字
額
は
町
へ
の
返
済
金
を
加
え
る
と
二
億
円
を
上
回
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 

四 

 



 

既
に
マ
ス
コ
ミ
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
そ
の
処
理
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。 

一 

昭
和
五
十
五
年
十
月
境
町
Ａ
所
有
の
土
地
三
筆
三
千
六
百
八
㎡
を
六
百
万
円
で
売
却
す
べ
く
Ｂ
に
依
頼
し
、 

二 

昭
和
五
十
六
年
八
月
十
日
公
社
は
、
境
町
下
小
橋
地
区
の
宅
地
二
筆
千
九
百
八
十
二
㎡
と
建
物
を
合
計
七
千 

青
少
年
自
然
の
家
用
地
と
し
て
買
い
取
り
申
入
れ
交
渉
中
、
公
社
事
務
局
長
は
、
用
地
が
不
用
に
な
つ
た
と
断

つ
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
二
十
日
Ｃ
を
と
お
し
て
同
じ
土
地
を
千
五
百
五
十
五
万
二
千
円
で
買
い

取
つ
た
。 

万
円
で
売
買
契
約
を
締
結
し
た
が
、
履
行
さ
れ
な
い
ま
ま
六
ヵ
月
を
経
過
し
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
十
八
日
合

意
解
除
し
た
。
し
か
し
、
同
年
十
二
月
八
日
仲
介
手
数
料
百
四
十
万
円
を
支
払
つ
て
い
る
が
理
由
を
明
ら
か
に 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

こ
の
土
地
は
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
と
昭
和
五
十
八
年
六
月
現
在
、
六
百
二
十
四
万
千
七
十
円
と
鑑
定
さ
れ

た
。
従
つ
て
公
社
の
行
為
は
設
立
の
要
綱
に
反
し
不
当
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。 

五 

 



 

 

六 

せ
よ
。 

三 

開
発
公
社
事
務
局
長
の
費
用
の
自
由
使
用
は
、
他
の
都
道
府
県
に
も
例
が
あ
る
か
ど
う
か
。 

四 

使
途
不
明
金
百
八
十
九
件
六
百
十
四
万
五
千
六
百
九
円
に
つ
い
て
明
ら
か
に
せ
よ
。 

五 

開
発
公
社
に
対
し
て
適
切
な
行
政
指
導
が
な
い
た
め
に
混
迷
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
対
策
を
示
せ
。 

右
質
問
す
る
。 


